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予防接種法の二部を改正す

る湛羊彫お

健康保険法等の一部を改正

する法律案

戦没者等の妻に対する特別

紺 立金支縫濯琢寝増獅費者の

父母等に対する特別給付金

支給法の一部を改正する法

律

駐留軍関係離職者等臨時措

置法及び国際協定の締結等

に伴う漁業離職者に関する

臨時措置法の一部を改正す

る泄率彫恭

IF― の総合的な推進を図るため、

予防接種の総合的な推進を図るための計画の

策忠 I仙 感染症、ガすり川淡跡磋憾染症及

びヒトパピローマウイルス感染症の定期の予

防接種の対象疾病べの追加、定期の予防接種

等の適正な実施のための措置等の所要の措置

をげ る。

医療保蜘 度の安定的運営を図るため、全

国側妻保険協会に対する国庫補助割合に係る

特例及び後期高齢者支援金の負担方法に係る

特例をそれぞれⅥ或26年度まで2年間延長す

る等の所要の措置を講ずる。

戦没者等の妻及び戦没者の父母等に対し、

平成 25年度以降も特別給付金を支給するた

め、特別給付金の文給に関する規定の整備等

の措置を請ずる。

我が国をめぐる国際環境等に鑑み、駐留軍

関係離職者及び国際協定の締結等に伴う漁業

離職者の発生が今後も予想されることから、

駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定

の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置

法の例 限をそれぞれ 5年け る。
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日切れ扱い

一括審議を希

望

防衛省及び国

土交通省 と共

同提出

日切れ扱い

一括審議を希

望

ヽ

ノ



公的年金制度の健全性及び

信頼性の確保のための厚生

年金保険法等の一部を改正

する法律案 (仮

"

障害者の雇用の促進等に関

する法律の一部を改正する

略

精神イ呆導註及毛翔降詩申口義害j者林冨

祉に関する法律の一部を改

正する法律案

公的年金制度の健全性及倒罰回生の確保を

図るため、厚生年金基金について他の企業年

金制度への移行を促進しつつ、特例的な解散

制度の導入等を行うとともに、国民年金につ

いて第二号被保険者に関する記録の不整合期

間の保険料の納耐を可能とする等の所要の措

置を講ずる。

雇用の分野における障害者に対する差別の

禁止並びに障害者と障害者でない者との均等

な機会及び特遇の確保を図るための措置を定

めるとともに、障害者の雇用に関する状況に

鑑み、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に

加える等の措置を講ずる。

精神1轄者の地域生い の移行を促進する

精神障害の医療を推進するため、精神障害者

に治療を受けさせる等の義務を保護者に課す

仕組みの廃止、医療保護入院における入院手

続の輸 、囃 劃 院により期 した者の

週院を促進するための措置の充実、厚生労働

大臣による精神障害の医療の提供の確保に関

する指針の策定等の所要の措置を講ずる。

一括審議を希

望

参議院先議を
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生活保護法の一部を改正

する法律案 (仮

"

生活困窮者の自立の支援

に関する法律案 (圃

薬事法等の一部を改正す

る#率彫縫 (修昴③

再生医療及び細胞治療の

安全性の確保等に関する

雌   (励

保護の決定に際しての不正のより実効ある

防止、医療扶助の実施の適正化等を図ること

により、国民の生活保護制度に対する信頼を

高めるとともに就労による被保護者の自立の

助長を図るため、保護の決定のために行う調

査に係る事項の拡大、指定医療機関の指定及

び指定の取消しの要件の整備、被保護者が安

定した職業に就いた場合に給付金を支給する

制度の創設等の所要の措置を講ずる。

生活困窮者の自立を支援するため、生活困

窮者に対し、相談援助を行う事業、就労に向

けた社会生活上の自立q足進のための引1練等

を行う事業等を実施するとともに、居住の安

定を確保し就職を容易にするための給付金を

支給する等の所要の措置を講ずる。

医薬品、医療機器等の安全かつ迅速な提供

の確保を図るため、添付文書の届出義務の創

設等の安全対策の3剣ヒ、医療機器の登録認証

機関による認証範囲の拡大、再生医療・細胞

治療製品の条件及び期限付き承認制度の創設

等の所要の措置を講ずる。

再生医療及び細胞治療の安全性の確保等を

図るため、再生医療及び細胞治療の実施計画

に係る厚生労働大臣の承認等のtll度及び細胞

培養加工施設の設置に係る許可等の制度等の

措置について定める。

一括審議を希

望

一括審議を希
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労働安全衛生法の一部を

改正する法律案 (m

短時間労働者の雇用管理

の改善等に関する法律の

一部を改正する法律案 (仮

わ

医療法等の一部を改正す

る汐諸議菱

“

励

労働安全衛生対策をよリー層充実するた

め、メンタノL/Aルス対策の3剣ヒを図るととも

に、電動ファン付き呼吸用保護具を譲渡等の

制限等の対象に追加する等の所要の措置を講

ずる。

短時間労働者の雇用管理の改善等鋼産 を

図るため、通常の労働者と同視すべき短時間

労働者に対する差別的取扱い禁止の対象者の

要件を見直すとともに、短時間労働援助セン

ターを廃止する等の所要の措置を講ずる。

良質かつ適切な医療を効率的に提供するた

め、医療機関の医療機能の都道府県知事への

報告制度鴫 il設等の所要の措置を講ずる。
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予防接種法の一部を改正する法律案の概要

O先 進諸国と比べて公的に接種するワクチンの種類が少ない、いわゆるワクチン ギヽヤップの問題の解消や、予防接種
施策を総合的かつ継続的に評価・検討する仕組みの構築等のため、予防接種制度について幅広い見直しを行う必要がある。

O予 防接種施策の総合的な推進を図るため、平成24年5月 に厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会で取りまとめた
「予防接種制度の見直しについて(第二次提言)」 を踏まえ、定期接種の対象疾病の追加等所要の措置を講ずるもの。

○  平 成 25年 4月 1日 (一部の経過措置規定は公布の日)



健康保険法等の一部を改正する法律案の概要

協会けんぱに対する平成22年度から平成24年度までの財政支援措置 (①国庫補助割合、
②後期高齢者支援金の負担方法)を 2年間延長する等の措置を講ずる。

1.法案の概要

I 協会けんぼへの財政支援措置

① 協会けんぼの財政基盤の強化・安定化のため、平成22年度から平成24年度までの間講じてきた
国庫補助の 13%か ら16.4%への引き上げ措置を2年間延長する。

② 後期高齢者支援金の負担方法について、被用者保険者が負担する後期高齢者支援金の3分の1を、各被

用者保険者の総報酬に応
iじ
た負担とする措置を2年間延長する。

③ 協会けんぱの準備金について、平成26年度まで取り崩すことができることとする。

→ 以上の措置により、現行の協会けんぼの保険料率 10.0%が 平成 26年度まで維持できる見通し。

I その他

① 健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について、労災の給付対象とならない場合は、

原貝」として、健康保険の給付対象とする。

② 保険給付に関する厚生労働大臣の事業主への立入調査等に係る事務を協会けんぽに委任する。

2.施行期日

平成 25年 4月 1日
※ ただし、Ⅱ①に関する改正については、平成25年 10月 1日 。



戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法

の下部を改正する法律案の概要

前回支給された国債が最終償還を迎える戦没者の妻や父母等に対する特別給付金について、平成25年度

以降も継続して支給する等の所要の改正を行う。(平成25年 4月 1日施行(一部の規定は平成25年 10月 1日 施行))

○戦没者等の妻
(現 在 )

10年償還 額́面200万円 → 10年償還 額面 200万 円

※受給者の平均年齢 :約 95歳 対象見漆件数 (概数):106, 000件

0戦没者の父母等
(現 在 )

5年償還 額面100万円 →  5年 償還 額面 100万 円

※受給者の平均年齢 :約 100歳  対象見込件数 (概数):45件
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駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正

する法律案の概要

駐留軍関係離職者等臨時措置法

昭和33年時限法として成立。これまで10度延長。

平成25年 5月 16日 に期限切れ。

○ 駐留軍関係労働者は、国の施策である『米軍の基地再編等』
に伴い、一時に大量に離職を余儀な<されるおそれがある。
こうした特別の事情に鑑み、特別の措置を講じ、その生活の

安定に資することとしている。

≪具体的な施策の例≫
・職業転換給付金(就職促進手当、訓練手当等)の支給
・特別給付金の支給

【現在の状況】
○ 駐留軍関係労働者の雇用状況は国際情勢の変動に影響

され依然として不安定。
○ 平成18年に、日米間で合意した再編の実施のための日米

ロードマップ等により、沖縄に所在する部隊の国外への移転

施設の返還等の再編を実施する予定。

昭和52年時限法として成立。これまで7度延長。

平成25年 6月 30日 に期限切れ。

○ 漁業をめぐり国際環境が急激に変化しており、国際協定の

締結等の事態に対処するための漁船の減船に伴い、一時に

多数の漁業関係離職者が発生するおそれがある。
こうした特別の事1青に鑑み、特別の措置を講じ、その生活の

安定に資することとしている。

≪具体的な施策の例≫
.職業転換給付金 (就職促進手当、訓練手当等)の支給

【現在の状況】
○ マグロ類等の保存・管理措置の強化。
○ ロシア連邦政府による流し網等の規制の強化。
○ 各協定に基づく漁業交渉により漁獲割当等が変動。

サ
今後、漁業離職者が発生する可能性

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法

4施行期 日:公布日



公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための
厚生年金保険法等の―部を改正する法律案 (仮称)の概要

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保を図るため、

①厚生年金基金について他の企業年金制度への移行を促進しつつ、特例的な解散制度の導入等を行うとともに、

②国民年金について第二号被保険者に関する記録の不整合期間の保険料の納付を可能とする

等の所要の措置を講ずる。

1『代行割れ問題』への対応  (試案)分割納付における事業所間の「連帯債務」の見直しなど

(意見書)連帯債務の見直しはやむを得ない。減額特例の拡大は反対

2企業年金の選択肢の多様化  (試案)企業の追加負担が少なく、運営コストの低い企業年金の選択肢の追加

3代行制度の在り方     (意
見書)中小企業が作りやすい制度設計に留意すがき。

(試案)代行制度は他の企業年金への移行を進めながら10年間で段階的に縮小し、廃止

(意見書)試案の内容を妥当とする意見が多数。なおも少数意見として健全な基金は存続させてもいいとの意見
もあつたが.『健全性の基準Jと基準を満たさなくなった時の制度的担保が不可欠.

保険料納付実績に応じて給付するという社会保険の原則に沿つて対応するため、以下の措置を講ずる。
1年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行つた上で、不整含記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正
2不整合期間を「カラ期間」(年金額には反映しないが受給資格期間としてカウント)扱いとして、無年金となることを防止
3過去10年間の不整合期間の特例追納を可能とし、年金額を回復する機会を提供(3年間の時限措置)

(参考)第3号被保険者の記録不整合問題

サラリーマン(第2号被保険者 )の被扶養配偶者である第3号被保険者 (専業主婦等)が、第2号被保険者の退職などにより、実態としては

第 1号被保険者となつたにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために、年金記録上は第3号被保険者のままとなつていて不整合が

5生じている問題。



障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の概要

雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善する
ための措置 (合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者
を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる。

1.障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応

(1)障害者に対する差別の禁止

雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。

(2)合理的配慮の提供義務

事業主に、障害者が職場で働くに当たつての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。
ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。

(想定される例 )

・ 車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
~

口知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用いて説明すること

→(1)(2)については、公労使障の四者で構成される労働政策審議会の意見を聴いて定める指針において

具体的な事例を示す。

(3)苦情処理・紛争解決援助

① 事業主に対して、(1)(2)に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化。
② (1)(2)に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例(紛争調整委員会による調停

や都道府県労働局長による勧告等)を整備。

2.法定雇用率の算定基礎の見直し

法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。

障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずる。

施行期日:平成28年 4月 1日 (ただし、2.は平成30年 4月 1日 )



精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案の概要
「

T=丁 TT■― ―           ■           _         1 :        ~=―  ~

1.法案の趣旨

○ 精神障害者の地域生活への移行を促進する精神障害の医療を推進するため、精神障害者に治療を受けさせる等の

義務を保護者に課す仕組みの廃止、医療保護入院における入院手続の整備、医療保護入院により入院 した者の退院
を促進するための措置の充実、厚生労働大臣による精神障害の医療の提供の確保に関する指針の策定等の所要の措

置を講ずる。

2.法案の概要

(1)精神障害の医療の提供を確保するための指針の策定

厚生労働大臣が、精神障害の医療の提供を確保するための指針を定めることとする。

(2)保護者に関する規定の削除

主に家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課されているが、家族の高齢化等に伴い、
負担が大きくなっている等の理由から、保護者に関する規定を削除する。

(3)医療保護入院の見直 し

①医療保護入院における保護者の同意要件を外 し、家族等 (*)の うちのいずれかの者の同意を要件とする。
*配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断を行 う。

②精神科病院の管理者に、
・医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者 (精神保健福祉士等)の設置
`地域援助事業者 (入院者本人や家族からの相談に応 じ必要な情報提供等を行 う相談支援事業者等)と の連携
・退院促進のための体制整備
を義務付ける。

(4)そ の他所要の措置

3.施行期日

○ 平成26年 4月 1日 (2(3)②については平成28年 4月 1日 )(予定) 7



生活保護法の一部を改正する法律案 (仮称)の概要
必要な人には確実に保護を実施するという基本的な考え方を維持 しつつ、今後とも生活保護制度が

国民の信頼に応えられるよう、不正受給対策の強化、医療扶助の適正化、就労による自立の促進等を

行うための所要の措置を講ずる。

○

○

○

1.不正・不適正三給対策の強化等

○ 福祉事務所の調査権限を拡大する (就労活動等に関する事項まで調査可能とするとともに、
創設する。)。

|

官公署の回答義務を

罰則の引上げ及び不正受給に係る返還金の上乗せをする。

不正受給に係る返還金について、本人の事前同意を前提に保護費と相殺する。

福祉事務所が特に必要と認めた場合には、扶養が困難な扶養義務者はその理由を報告するよう努めることとする。
ま

暉療扶助の通正化

齢朱馨国製厨垢酬L話躍計話動認軋:旨錦     島。
への直接指導 創設する。

・
〇

〇

〇

２

3.
○

露労による自立の促進
安定した職業に就くことにより保護からの脱却を促すための給付金を創設する。

4。 健康・生活面等に着目 した支援
○ 受給者それぞれの状況に応じた自立に向けての基礎となる、健康の保持及び増進に努め、また、収入、支出その
他生計の状況を適切に把握することを受給者の責務として位置づける。

8
平成 26年 4月 1日 (予定 )



生活困窮者の自立の支援に関する法律案 (仮称)の概要

生活困窮者の自立を支援するため、生活困窮者に対し、相談援助を行う事業、就労に向けた社会生活上の

自立の促進のための訓練等を行う事業等を実施するとともに、居住の安定を確保し就職を容易にするための

給付金を支給する等の所要の措置を講ずる。

福祉事務所を設置する地方自治体 (以下「自治体」という。)は、その福祉事務所の所管区域内に居住する困窮のため最低生活の

維持ができない者又はそのおそれのある者 (以下「生活困窮者」という。)の自立を支援するための事業として、相談援助を行う事

業、就労に向けた社会生活上の自立の促進のための訓練等を行う事業を実施することとするとともに、一時的な宿泊所等を提供する

事業及び家計の相談をイ〒う事業を実施できるものとする。

自治体は、離職等により現に居住する住宅に引き続き居住することが困難である生活困窮者に対して、居住の安定を確保し就職を

容易にするための給付金を支給できるものとする。

都道府県知事は、就労に向けた社会生活上の自立の促進のための訓練等を行う事業の利用終了後においても就労することができな

い生活困窮者に対し、就労の機会の提供を通 じて知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う事業について、条例で定める基準

に適合するものであることの認定をすることができるものとする。

また、自治体は、生活困窮者に対 し、認定を受けた事業 (以下「認定事業」という。)の利用についてのあつせんを行うことがで

きるものとする。

自治体は、生活困窮者が養育 している子 どもに対する学習支援、認定事業を行 う事業主 に対する認定事業を円滑 に実施 するための

助成等の事業を実施できるものとする。

施行期日 9平成27年4月 1日 (予定)



薬事法等の一部を改正する法律案 (仮称)の概要

医薬品、医療機器等の安全かつ迅速な提供の確保を図るため、添付文書の届出義務の倉」設等の安全対
策の強化、医療機器の登録認証機関による認証範囲の拡大、再生医療 。細胞治療製品の条件及び期限付
き承認制度の倉」設等の所要の措置を講ずる。

1医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化

(1)薬事法の目的に、保健衛生上の危害の発生・拡大防止のため必要な規制を行うことを明示する。
(2)医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保等に係る責務を関係者に課す。
(3)医薬品等の製造販売業者は、最新の矢□見に基づき添付文書を作成し、厚生労働大臣に届け出るものとするg

2医療機器の特性を踏まえた規制の構築

(1)医療機器の製造業について、許可制から登録制に簡素化する。
(2)医療機器の製造・品質管理方法の基準適含性調査について、含理化を図る。
(3)後発の高度管理医療機器 (厚生労働大臣が基準を定めて指定するもの)について、厚生労働大臣の承認に代わる民間

の第三者認証制度の対象とする。
(4)医療機器の製造販売業・製造業について、医薬品等と章を区分して規定する。

3再生医療・細胞治療製品の特性を踏まえた規制の構築

(1)「再生医療・細胞治療製品」を新たに定義するとともに、その特性を踏まえた安全対策等の規制を設ける。
(2)均質でない再生医療・細胞治療製品について、有効性が推定され、安全性が認められれば、特別に早期に、条件及び

期限を付して製造販売承認を与えることを可能とする。

4そ の他

薬事法の題名を改めるほか、所要の改正を行う。

10



再生医療及び細胞治療の安全性の確保等に関する法律案 (仮称)の概要

法案の概要

再生医療及び細胞治療の安全性の確保等を図るため、再生医療及び細胞治療の実施計画に係る厚生労働大臣の承認等の

制度及び細胞培養加工施設の設置に係る許可等の制度等の措置について定める。

1再生医療及び細胞治療の実施に関する事項 (リスクに応じた安全性担保の仕組みの構築)

再生医療及び細胞治療に用いる細胞の種類、投与部位・方法等の違いによつて、リスクの程度が異なるため、リスクの程度
に応じた安全性の確保等を図るための仕組みを構築する。

○ リスクが高いものについては、医療機関が実施計画を作成し、当該実施計画について、厚生労働大臣の認定する倫理審
査委員会の意見を聴いた上で、厚生労働大臣の承認を受けて実施。

○ リスクが中程度のものについては、医療機関が実施計画を作成し、当該実施計画について、厚生労働大臣の認定する倫
理審査委員会の意見を聴いた上で、厚生労働大臣に届け出て実施することとする。

○ リスクが低いものについては、医療機関が実施計画を作成し、当該実施計画について、倫理審査委員会の意見を聴いた上
で、厚生労働大臣に届け出て実施することとする。

2再生医療及び細胞治療に用いる細胞の培養加工施設に関する事項

(1)細胞の培養加工の委託に関する事項
医療機関が円滑かつ適切に再生医療及び細胞治療に用いる細胞の培養加工を外部に委託できるようにするための規定を

設ける。

(2)細胞培養加工施設に関する基準の設定

再生医療及び細胞治療に用いる細胞の培養加工は、一定の基準を満たす細胞培養加工施設において行わなければならな
いこととし、細胞培養加ェ施設について、医療機関以外が設置する場合は許可制、医療機関が設置する場合は届出制とする。



労働安全衛生法の一部を改正する法律案 (仮称)の概要

※ 法案提出 (平成23月 12月 )から時間も経ち、その後の状況変化もあることから、法案の内容について

改めて検討。 12



短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案 (仮称)の概要

1.短時間労働者の均等口均衡待遇の確保

○ 差別的取扱い禁止規定の無期労働契約要件を削除するとともに、短時間労働者について、職務の内

容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、通常の労働者との不合理な相違は認められないこ

ととする。

‐2.短時間労働者の雇用管理の改善

○ 短時間労働者を雇い入れたときは、短時間労働者の雇用管理等に係る措置の内容について、

事業主が説明する義務を導入

3.その他

○ 厚生労働大臣の勧告に従わない事業主名の公表規定等の創設

○ 短時間労働援助センターの廃止

○ その他所要の改正

4.施行期 日

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部の規定については、公布の

日から施行 ) 13



医療法等の一部を改正する法律案 (仮称)の概要

良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、医療機関の医療機能の都道府県知事への報告制度の創設等の
所要の措置を講ずる。

I 法案の概要

1.病床の機能分化の推進 (医療法関係 )

・ 各医療機関が、その有する病床の医療機能 (急性期、亜急性期、回復期等)を都道府県知事に報告する仕組みを創設。
口 医療計画の必要的記載事項として、報告の仕組みを通じて把握した地域の医療機能の現況及び地域医療の

将来の方向を追加。

2在宅医療の推進 (医療法関係 )

・ 医療計画において在宅医療について5疾病5事業と同様、達成すべき目標や医療連携体制に関する事項の記載を義務づけ。

3医師確保対策 (地域医療支援センター (仮称)の設置)(医療法関係 )

・ 者『道府県に対して、キャリア形成支援と一体となつて医師不足医療機関の医師確保の支援等を行う
地域医療支援センター (仮称)の設置の努力義務規定を創設。

4チーム医療の推進
口診療の補助のうち高い専門知識と技能等が必要となる行為を明確化するとともに、プロトコール (手順書)に
基づきその行為を実施する看護師に対する研修の仕組みを創設。(保健師助産師看護師法関係 )

・ 診療放射線技師の業務範囲の拡大及び歯科衛生士の業務実施態勢の見直し。(診療放射線技師法、歯科衛生士法関係 )

5臨床研究の推進 (医療法関係)

・ 日本発の革新的医薬品口医療機器の開発などに必要となる質の高い臨床研究を推進するため、国際水準の臨床研究や医師
主導治験の中心的役割を担う病院を臨床研究中核病院として位置づける。

6その他
日外国医師等が国内で行う医行為等について、研修目的の場合に加えて、教授目的や臨床研究目的の場合を
新たに認める。 (外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律関係)  等

Ⅱ 施行期日
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厚生年金基金制度の見直しについて

平成25年 2月 13日

厚生労働省年金局



(数値は、注釈のない限り平成24年3月 末 )
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O厚生年金基金は、基金数、加入員数ともに、
ピーク時の3分の1となつており、現在では、基
金の約8割は、同種同業の中小企業が集まつて

設立する「総合型」となっている。

厚生年金基金数と加入者の推移 加入員数 (万人)
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○平成バブル崩壊後の金融経済環境の悪化により、

基金財政は厳しい状況が続いている。
O最近では、保有資産が、代行給付に必要な額に満

たない「代行割れ」基金も増加しており、平成23年
度末の代行割れ基金数は全基金の約5割、代行割

れ総額は約1.1兆円となつている。

※債務計算に用いる計数補正後でみると約6千億円。

厚生年金基金の財政状況
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平 成 23年度末 にお ける業種 別 の代行 割れ の状 況

(速報値 )

※ 1 当該 数値 は決 算確 定 前 の もの で あ り、修 正 等 が あ り得 る。
※2 平 成 23年度 末 時 点の AIJ投資顧 間 へ の投 資分 は全額 毀損 した もの と して計 上 。

3

業 種

代 行 代 行

基 金 数 うち

総合型

署りれ  (吾 U含 )

基金数
うち

総合型

吾りれ 額

(億円 )

うち

総合型

機 械・金 属 製造 90 73 42    (47%) 40 1,900 1,900

金 融 7 5 0     (0%) 0 0 0

卸 売・′Jヽ売 80 67 32    (40%) 30 1,000 1,000

癒羅業  ~I> 13 13 輛    (1の 13 600 600

食粗丘」箋料 33 25 14____(42%) 14 300 300

亀 ⊃ 62 59 Q5  0参 44 1,100 1,100

鰤 ⊃ 51 46 Q4 (8の 42 2,700 2,600

その他 52 37 21    (40%) 21 500 500

その他 製 造 52 45 28    (54%) 28 1,400 1,400

サービス 60 49 21    (35%) 20 400 300

罰   ⊃ 18 18 輛                 (m 16 800 800

電 設・電 気 工事 15 15 8     (53%) 8 300 300

医療 口福祉 37 36 3     (8%) 3 100 100

情 報 口通 信 7 6 0     (0%) 0 0 0

計 577 494 28フ     (50%) 279 11,100 10,900



0平成24年 11月 に社会保障審議会年金部会「厚生年金基金制度に関する専門委員会」に厚生労働省試案を

提示。 7回 にわたる審議を経て本年 2月 8日 に意見書をとりまとめ。



|「厚生1年金基金制度に関する車FI委員会億見書(■成26年
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○「代行割れ」の常態化・ 9割以上の基金で上乗せ給付の積立不足 ⇒代行制度の持続可能性は低い
○「代行割れ」問題は、厚生年金本体の財政や不足分を負担する母体企業にとってリスク
⇒早急な対応が必要。代行割れを三度と起こさないため、基金の代行割れのリスクを厚生年金本体の財政から
遮断する方策を制度的に担保することが必要。



厚生年金被保険者を含めたリスクの

分かち合いによる代行割れの早期解決
代行割れを再び起こさない

ための制度的措置

代
行
部
分
の
積
立
比
率

6_0

5.0

40

30

20

代行割れリスクの度合いに応じた対応

厚生年金基金 (代行返上中の基金を除いた 562基金)を積立水準の低い順に左から並置

代行割れ 代行割れ予備軍

1～ 2年後に代行割れする確率が

ほぼゼロとなる最低ライン

(積立比率が1.5のライン)

これより下は「代行割れ」
(積立比率が1.0のライン)

早期に解散(5年以内)

0基 金の自己責任を原則としつつ、事業所間の連帯債務外しや

解散認可基準の緩和など解散しやすくする仕組みを導入

0行 政が特例解散を促す仕組みを導入



① 分割納付の特例
○ 事業所間の連帯債務外し
○ 利息の固定金利化
○ 最長納付期間 (現行15年)の延長

② 納付額の特例(=現行と同じ)

`お
′:

|こ よる議決
2以上による議決

要件

ぎ → 全事業主の3分の2以上の同意
静 → 全加入員の3分の2以上の同意

母体企業の経営悪化等 → 撤廃
※代行返上の場合は、母体企業の経営悪化等の理由要件は課 していない。



(DI‐B、 一Ｄ

移行した後の不足金の償却期間を延長

(20年→30年 )

基金の解散後でも中小企業が事業所単位

で既存の確定給付企業年金 (DB)に移る

仕組みを創設

基金と確定拠出年金 (DC)を併用している企

業について基金からの資産移換を可能とする

運用コストが低く、企業の追加負担の少ない

選択肢の提供

キヤッシユバランスプランの制度設計の

弾力化 (運用実績連動型 (ただし元本は確保 )

の創設 )

中小企業を対象とした簡易な制度設計の

確定給付企業年金 (DB)の導入

例

①

②

企業年金の資産額の分布

《確定給付企業年金》

《厚生年金基金(上乗せのみ、代行割れ基金を除く)》

“・ -  1¨  `…  1… ネ
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厚生年金基金制度のしくみ

○公的年金たる厚生年金の―部を国に代わつて支給 (代行給付)しており、当該支給を行うための費用として

事業主から保険料を徴収している。

O加えて、各基金ごとに上乗せ給付を行つている。

○基金が解散する場合、代行給付のために納付した保険料に相当する積立金を、一括 して国又は企業年金

連合会に返還する必要がある。、

基
金
か
ら
支
給

基金に納付

約 5%
ヽ
―
―
―
ノ

険

％

保

４

除

約

免ち
率

う

料

〆
―
―
―
ヽ厚生年金

約10万円

基礎年金

夫婦で約13万円

国
か
ら
支
給

国に納付

約16%
国
か
ら
支
給

国に納付

約12%
ヽ
―
―
―
ノ

金

％

年

４

礎

約

基ち

分

う

部

ｒ
ｌ
ｌ
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ｌ
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※ 数値はモデル例 (金額は年金月額)。

※ 基金上乗分(=3階部分)の平均月額は約07万円であり、全額一時金選択者 (近年では新規裁定者でみて約半数)

を除いた平均月額は約16万円 (平 成23年度)。

(参考)国への納付分 (約 12%)
+免除保険料率 (約 4%)
=約16%

基金に加入していない者 基金に加入している者 掛金の大半は事

業主が負担

基金上乗分 約07～ 1_6万 円

厚生年金

(代行給付 )

約 3万円

厚生年金

(本体支給分 )

約 7万円

掛金は労使折半

基礎年金

夫婦で約13万円



1.議論の契機

○ 昭和40年の厚生年金の大幅な給付改善 (いわゆるFl万円年金」)に際し、これに伴う保険料引き上げに反
対する事業主側が国に納める保険料の一部に退職金原資を加えて自主的に運用する仕組みを提案。(企

業年金と厚生年金の負担の重複を調整する「調整年金」構想)

2.社会保険審議会における審議

(1)厚生年金保険部会 (昭和38年 1月 ～8月 )

○ 調整年金制度をめぐって労使の意見が対立し、部会長提案により、企業年金との調整問題に

ついて、特別の研究会を設置することとなつた。

(2)厚生年金保険部会研究会 (昭和38年9月 ～10月 )

○ 研究会においては、調整の具体的な方法を検討。

「厚生年金保険部会研究メモ」として取りまとめられ、具体的な方法として「適用除外方式」と

「代行方式」が提案された。

適用除外 :一定の要件を満たす企業年金が設立された場合、機能の類似する公的年金の

適用をその企業について除外する方法

代行 :一定の要件を満たす企業年金が設立された場合、当該企業に公的年金の一部を

代行させる方法



(3)厚生年金保険部会 (昭和39年 1月 ～4月 )

○ 代行方式による厚生年金基金制度の創設を盛り込んだ厚生年金保険法の改正案要綱を諮問

○ 労使の意見対立は強く、併行答申となつた。

〈被保険者側意見〉

調整年金に関しては厚生年金制度の基本に触れる問題でもあり、今後更に慎重に検討

することとする。

く事業主側意見〉

厚生年金の給付内容の大幅改善と、企業年金との調整措置とは不可分の関係にあり、

従つて本調整措置を前提としない給付改善は認めがたい。

(公益側意見〉

企業年金との調整問題が、労使間の基本的対立点として終始したことはまことに遺憾。

3.国会審議 (昭和39年4月 ～昭和40年6月 )

O社 会保険審議会の答申を経て、昭和39年 4月 に厚生年金保険法の改正案を閣議決定。

O昭 和40年 6月 に成立。昭和41年 10月 に施行。



厚生年金本体と厚生年金基金の関係

○ 厚生年金基金は、厚生年金本体から、厚生年金保険料の一部 (免除保険料)を預かり、代行給付を実施。

O 厚生年金本体から預つた保険料に基づく最低責任準備金は、厚生年金の積立金の一部であり、解散や代行返上の

際には最終的に国に返還すべきものである。したがつて、「代行割れ状態」とは、「厚生年金の積立金を毀損する
可能性がある状態」ということである。

基金非加入者 基金加入者

保険料と

積立金で

給付を実施

⇒

・厚年給付

(老齢、障害、

遺族等 )

・基礎年金拠出

金の拠出

など実施

上乗

積立金

【基金】

最 低

責 任

準備金

(※ )

【厚年
本体】

厚年本

体 の

積立金

(※ )

保険料と

積立金で

給付を実施

０

到

リ

乗

乗

上

上
施

に

の
実

行
自

を

代

独

付

は

ヽ
給

金
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ほ
Ｆ
ド
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（厚
年
の
積
立
金
）

（厚
年
保
険
料

バ約
１６
％
）
）

上乗

掛金

【基
金
】

免
除
保
険
料

【厚
年
本
体
】

．免
除
保
険
料
以
外

※ いずれも厚年保険料に基づく厚生年金の積立金。厚年本体の実績利回りで付利されるもの。



○ 最低責任準備金とは、基金が解散するときに、国に返還しなければならない積立金の額。
代行部分の給付義務は最終的には国に引き継がれる。

○ 最低責任準備金の考え方 口計算方法は平成11年 10月 を境に大きく変化。

現在、基金が積み立てている最低責任準備金は、将来の給付とはリンクしない国からの預かり金
としての性格が強まっている。

～平成11年9月

将来法 (過去期間代行給付現価 )

◇ 受給者等及び加入者のこれまでの加入期間に見合 う代行

給付を賄 うために必要な積立金の額に相当。    '
◇ 予定利率は5.59/0、 予定死亡率は計算時点における仮定が

用いられていた (現価率は厚生大臣が告示 )

◇ 平均余命の延びに応 じて死差損が生 じるが、予定Tll率を

上回る運用利回 り (利差益)によりこれを補 うことができ

ていた。

当期末の

最低責任準備金

※ 平均余命の延びに
よる死差損

平成11年 10月 ～

過去法 (元利計算方式)

◇ 仮に代行が行われていなかつたとした場合に厚生年金本
体に積み立てられていた額に相当。

◇ 免除保険料か ら代行給付費を差 し引いた残 りに付利 した

もの。国から基金が預かつた預 り金の性格。   '

免除保険料のほか代行部分に係る給付現価負担金も算入。
死差損は発生しない。

※

※

+当期の免除保険料収入
―当期の代行給付費

当期末の

最低責任準備金
前期末の

最低責任準備金

予定利率 (55%)及び

予定死亡率の仮定の下で、

当期末時点の現在価値

(現価)に換算

今後 (当期末以降 )

支払われ る代行給付

(年金 )



0 平成11年 10月 ～平成24年 3月 までの期間について、時間加重収益率 (簡便法)により基金別の運用利回りの平均
(年平均)を求め、同期間の厚生年金本体の運用利回り (1.84%(年平均))との差をみたもの。

O 平成11年 10月 ～平成24年 3月 までの期間において、厚生年金本体の運用利回りを上回つた基金は 1基金であり、
△2.5%以上△2%未満が最も多い。

195

単独・連合型卜△ 憂嘔

△5596未満 △5596以上  △5%以上  △45%以上  △4%以上  △3596以上  △3%以上  △25%以上  △2%以上  △15%以上  △1%以上

△5%未満  △45%未満  △4%未満  △35%未満  △3%未満  △25%未満  △296未満  △1596未満  △196未満  △0596未満

※1厚労省調べ

※2平 成11年10月 ～平成24年 3月 の562基金の時間収益率 (簡便法)による運用利回りの単純平均は△058%(/年 )であり、これから同期

間の厚生年金本体の時間収益率 (簡便法)による平均利回り(1.84%/年 )を引くと、厚年基金と厚生年金本体との利回りの差の平均は

△2.43%ということになる。なお、利回りはいずれも運用報酬控除後である。

叫
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０

△
・・一嶼̈



O 過去10年程度の実績データによると、 1年後に代行割れとなる基金を発生させないためには代行部分 (最低責任
準備金)に対して概ね1.3倍 を超える程度の、2年後に代行割れとなる基金を発生させないためには概ね1.5倍 を超
える程度の積立が必要。

※ 図は、平成23年度末に存在する厚生年金基金 (代行返上基金を除く562基金)の平成12～ 23年度決算データによる分析。横軸はある年度末における積
立水準 (対最低責任準備金)、 縦軸は各積立水準にあつた基金のうち翌年度末又は翌々年度末に代行割れとなった基金の割合。なお、代行割れかどう
かを判定する最低責任準備金は精緻化後 (0875及び期ずれ見直し後)のもの。

<翌 年度及び翌々年度代行割れ割合 (最低責任準備金精緻化後)>
100%
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○ 過去10年間のTOPIX等のベンチマーク及び厚生年金基金と厚生年金本体の資産構成 ロポー トフォリオをもとに、
向こう5年間の「基金の利回り (累積)一本体の利回り (累積)」 の平均と標準偏差を計測すると、平均△2.99%
程度、標準偏差 (変動)14.61%程度と見込まれる。

O これは、 1%の確率で、今後 5年間で代行部分 (最低責任準備金)に対する純資産の割合が約37%程度低下する
可能性があることを示しており、今後 5年間で99%の確率で代行割れとならないためには、現時点において、少な
くとも代行部分の1.6倍程度 (1/(1-0.3698)=1.59)の 純資産を保有している必要がある。

O なお、この分析は資産構成の違いによる運用リスクのみを評価 したものであるが、他に、運用に関するデリバ

ティブ取引リスク、上乗せ給付に係る長寿リスクや経営リスク (適切な掛金設定等)その他様々なリスクがあるこ

とに留意が必要。

【試算の考え方等】

0資 産は、国内債券、国内株式、外国債券、外
国株式、短期資産に分類。

O厚 生年金基金は平成10年以降の資産構成割
合の平均、厚生年金本体はGP!Fの資産構成割
合を使用。

O各 資産の利回りの平均及び標準偏差につい
ては、過去10年間の各月のベンチマークの実績
から、対5年前変化率を作成して計算。

O利 回りは、運用報酬控除後6(最近では、基金
の運用報酬は0.3%程度、本体の運用報酬は
0.02%となつている。)

〆 プ 写 践 搬 留 場
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厚 生 年 金 基 金 の 積 立 状 況 ① ～日経平均の予測値別にみた平成25年度末の推計値～

0 平成23年度末に存在する厚生年金基金 (代行返上基金を除く562基金)について、平成25年度末時点の日経平均 |
の予測値別に代行割れの状況を推計 した場合、日経平均が12,000円程度でも180～ 190基金程度が代行割れで、代行
割れ額は6,000億円程度となるものと見込まれる。

※ 1 最低責任準備金は精緻化後   ※2 ごく粗い試算であり数値は相当程度幅をもってみる必要がある。

日経平均の予測値
(平成25年度末)

代行割れ基金数

(平成25年度末推計 )

代行割れ額
(平成25年度末推計、億円)

■
‥ 2,000円 183 基金 6, 100 億円

10,000円 236 基金 8,000 億円

8,000円 301 基金 10, 800 億円

【推計方法等】

○ 厚生年金基金の決算等をもとに、平成25年度末の日経平均が一定の値になつた場合の各基金の純資産額や最低責任準備金 (精

緻化後)を複数回 (過去10年程度の日経平均の変化率の平均・分散及び乱数を使用し、各日経平均値毎概ね300～ 600回程度とな
るよう)推計し平均した。

O 各厚生年金基金や厚生年金本体の運用利回りの見通しは、運用利回りと日経平均の変化率との相関が高いこと (平成16年以降
でみて、基金については半数以上が相関係数0.97以上、9割以上が相関係数0.91以上、本体は0.955)を踏まえて、回j吊式による
推計値と回帰式からの乖離状況の推計値 (乱数を使用)と を組み合わせて推計。

○ 各厚生年金基金の最低責任準備金の見通しは、免除保険料収入や代行給付費等の最近の傾向等を踏まえて推計。



※平成23年度末推計値、最低責任準備金精緻化後             :
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※ いずれのケースでも、一度基金を清算して、加入者を
対象に新たにDBや DCを始めることは可能。

【①上乗せ部分まで十分な積立】

【選択肢】
O DBや DCに移行
→ 受給者等には従来通りの給付

O 解散して残余財産分配
→ 受給者等には十分な分配

【②上乗せ部分の一部に積立不足】

【選択肢】
O DBや DCに移行

→ 受給者等には従来通 りの給付
※ DB移 行時の積立不足の長期償却を試案で提案
※ DCに 移行する際には積立不足の解消 (積み増

し又は労使合意で給付減額)が必要

○ 解散 して残余財産分配
→ 受給者等には十分な分配は困難

【③代行割れ】

【選択肢】
´

O DBや DCに移行することは困難
○ 解散時の残余財産が無いので受給
者等に分配することはできない



分割納付の方法の見直し(「試案」にJむける見直し案)

0代 行割れ基金が、特例解散により返済額を分割納付する場合、基金が事業主から掛金を徴収し、政府に納付することと

されており、倒産事業所が生じた場合、その分の債務は基金に残る。(=残った事業主の連帯債務となる。)

O試 案においては、連帯債務問題の解消を図るため、解散時に各事業所の債務を確定し、各事業所が直接政府に最低責任
準備金の不足額を納付する仕組みを提案している。

Oま た、試案においては、分割納付における利子を固定金利とすることを提案している。

政 斥テ(厚生年金勘定)

悧
御

納付中の)

(解散時)

保有資産を納付
最低責任準備金の

不足額を納付 :解散時に割り当てら
N れた額の納付

(連帯債務 )

!  納付 (連帯なし)
l___ユ ニ 事業主

1望
政 府 (厚生年金勘定 )

厚生年金基金

(解散時)

保有資産を納付



中小企業における企業年金の実施状況

0 確定給付企業年金の規約型では、約 3割が加入員規模100人未満。

O 確定拠出年金 (企業型)では、約 6割が従業員数99人以下の事業主。

加入者数規模別確定給付企業年金数
実施事業主単位の従業員数別
確定拠出年金実施事業主数

ω

加入者数規模

基金型 規約型

30人未満 207     (311) 0     (0%)
′ … … … … ‐

1  207     (3%)

|

30人以上

100人未満
1,754    (23%) 0    (0%)

ロ

:1754 ●5り

ヽ  口_ __ _ _ .

100人以上

300人 未満
3,037    (40%) 1     (0%) Ａ

υ
う
０

ｎ
ｖ

●
● (43%)

300人以上

1,000人未満
1,646    (22%) 116    (20%) 1530    (22%)

1,000人 以上
０
０

７
′

ｎ
Ｖ (13%) 454    (80%) 524     (7%)

規模計 7,622   (100%) 571(100%) 7,051   (100%)

※1厚生労働省調べ

※2平成22年4月 から平成23年3月 までに決算を

行い提出のあったものを基とした概算値である。

実施事業主単位の従業員数 (件数 )

99人以下 9,450    (56%)

100A´ψ299A 3,924    (23%)

300A-999A 2,249    (13%)

1,000人 以上 1,118     (7%)

計 16,741   (100%)

ヽ

Ｉ

Ｉ

ｌ

′

※ 厚生労働省調べ (平成24年 9月 末現在 )



「厚生年金基金制度の見直しについて (試案 )」 に関する意見

平成 25年 2月 8日

社会保障審議会年全部会

厚生年金基金制度に関する専門委員会

は じめに

○ 当委員会は、「代行制度」をはじめとする厚生年金基金制度の今後のあり方を検討

するため、昨年 10月 24日 に社会保障審議会年金部会の下に設置された。同年 11

月 2日 に開催された第 1回委員会において提示された厚生年金基金制度の見直しに

関する厚生労働省試案 (以下「試案」という。)について、①「代行割れ問題」への

対応、②持続可能な企業年金の在り方、③代行制度の在り方の各論点に沿つて、関
係 団体等か らのヒア リングを含 め、 7回 にわた り審議を行つてきた。

○ 今般、その審議結果 を踏まえ、試案 に対する当委員会 としての意見を以下の とお

り取 りまとめたので報告す る。

1.総論

1.代 行 制 度 の 現 状 と課 題

(1)制度面か ら見た特徴 と意義

O 厚生年金基金 (以下「基金」とい う。)は企業年金の一類型であるが、公的年金で

ある厚生年金保険制度 (以 下「厚生年金本体」とい う。)の一部を代行運営す る とい

う「代行制度」に支 えられているとい う点が、他の企業年金制度にはない特徴であ

る。

○ この代行制度は、昭和 40年に厚生年金の給付改善 とこれに伴 う保険料引上げを

行 つた際、事業主側か らの要請を契機 に様々な議論を経て、昭和 41年に誕生 した

制度である。公的年金の保険料の一部 を基金が徴収 し、企業独 自の上乗せ部分の資

産 と併せて管理運用するとともに、代行部分の給付を行 うとい う仕組みである。

○ 英国の「適用除外 (コ ン トラク トア ウ ト)」 制度 とは異な り、代行部分は公的年金

としての性格 を持ち続 けるため、基金が解散 した場合でも代行部分の給付は最終的

には厚生年金本体によ り保証 され る。逆 に基金は解散 した場合、代行部分の資産を

厚生年金本体に返還す る必要がある.こ の ように 「公的年金」 と 「企業年金」の財

政責任が渾然一体 となつた仕組みは国際的に見て も類がなく、我が国独 自の制度で

ある。
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○ 社会連帯を基本理念 とする公的年金制度において、す部の企業群を対象 としたこ

のような制度が許容 されたのは、① 当該企業群の労使 自治による自律的な運営によ

り、公的年金の補完 として老後の所得保障の充実が図られ、②解散・復帰時には厚

生年金本体に代行部分についての財政 リスクを負わせない、とい う基本原則があ り、

これを裏付 けるだけの経済 。金融環境があつたことが背景にある。

○ 実際にも、右肩上が りの経済成長の下で資産運用による大幅な利差益が得 られた

時代には、「代行 メ リッ ト」を生か した順調な発展が見られ、退職金制度が中心であ

つた我が国において、税制適格退職年金 と並ぶ企業年金の主柱 として、その普及に

寄与 してきた。

(2)代行制度の役割の変化

○ しか しなが ら、制度創設か ら約半世紀が経過す る中で、代行制度を取 り巻 く環境

にも大きな変化が生 じている。いわゆる 「平成バブル」の崩壊後、利差益が利差損

に転 じ、かつての 「代行 メリッ ト」が失われ る中、企業会計基準の見直 しとも相ま

って、大企業 を中心 とする基金の大半は 「代行返上」により代行部分 を持たない確

定給付企業年金な どに移行 した。

○ この結果、現在では、基金の約 8害1は、同種同業の複数の中小企業により構成 さ

れ る総合型基金 となっているが、総合型基金は単独企業やグループ企業でつ くる基

金 と比較す ると、意思決定に時間を要 し、母体企業の統治が働 きにくいなどのガバ

ナ ンス上の課題が多 く、環境変化に機動的に対応 しにくい側面がある。

○ 制度面では、過去の累次の改正によ り、代行部分の財政運営については、基金 と

厚生年金本体 との間で財政上の損得が生 じないよ うにす る「財政中立化」の方向で

見直 しが行われてきた。元来、代行部分の資金は、厚生年金本体か ら基金への 「貸

付金」的な性格 を有す るものであるが、財政中立化によりこ うした性格は一層強ま

つてきている。

○ しか しなが ら、代行資産を厚生年金本体か ら借 りて利差益の拡大を図 るとい う一

種の 「レバ レッジ効果」を前提 とした制度モデルは、金融市場の変動幅 (リ スク)

の高ま りに機敏 に対応 し、自律的な財政規律を維持できる制度的仕組みやガバナン

スの不十分 さも相まって、時代の変化に適合 しな くなってきている。

O 現実にも、過去 10数年 (平成 11年 10月 ～平成 24年 3月 )でみると、代行部分

の資金によ り利差益 を獲得できた基金はわずか 1基金であ り、平均的には年間 2～

3%の利差損 が代行部分か ら発生 している状況にある。代行資金 によるレバ レッジ

効果は、今 日ではマイナスに作用することの方が多 くなつてきている。
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(3)代行割れの「常態化Jと 上乗せ給付の積立不足     、

○ こうした中で、近年は、保有資産が代行部分に必要な水準に満たない、いわゅる
「代行割れ」の問題が頭在化してきている。株式市場が好調であった期間も含め、

過去 10数年間の実績を見ると、平均的に見て不足額は数千億円規模で推移してお

り、代行制度の存立基盤から見れば「非常事態」であるはずの代行割れが「常態化」

している状況にある。          ｀

○ 代行割れ基金が解散する場合、不足額は一括で母体企業の事業主が補填するのが

原則である。しかし、代行割れ基金の母体企業の多くは不況業種に属しており、不

足分を補填するための資金調達が母体企業の経営にも影響を及ぼし、特に総合型基

金の場合は、連鎖倒産につながりかねない状況も生じている。代行部分の給付責任

は最終的}ごは厚生年金本体が負うため、代行割れ問題を放置することは厚生年金本

体の財政リスクが高まることにつながる。

○ また、代行制度のもう一つの存立基盤である「上乗せ給付」についてみると、代

行割れ基金においては既に上乗せ給付に充てるべき資産は失われており、代行割れ

をしていない基金でも上乗せ部分については大幅な積立不足が生じている。解散時

にこれまで約束した上乗せ給付を支払えるだけの資産を持つ基金は全体の 1割に満

たない。

○ かつては、企業年金普及の原動力として機能した代行制度は、今日では基金の加

入員・受給者にとっての最大の意義であった上乗せ給付を確実に実行するという方

向には作用しておらず、また、代行割れとなった場合に不足額を負担する母体企業
にとってもリスク要因となりつつある。さらに代行割れの常態化は、厚生年金本体

を支える約 3400万人の被保険者とその事業主から見れば、社会連帯からの部分的・

一時的離脱という制度存立の前提条件を崩す看過できない問題であり、代行制度自

体の在り方を再考すべき時期にきていると言える。

2.試 案 を考 えるに当た っての基本的視点

〇 代行制度をめぐるこうした状況を踏まえ、試案は、①特例解散制度の見直しによ
る「代行害1れ問題」への対応、②企業年金の持続性を高めるための施策の推進、

③代行制度の見直し、という3つ の論点に沿つて、今後の方向性を示しているが、

各論点は独立したものではなく、相互に関連するものとして考えるべきである。

○ まず、第 1の論点である「代行割れ問題への対応」について、試案では、①現行
の特例解散制度の改善、②特例措置の拡大 (「新特例」)、 により 5年間という時限

を設けて早期に対応することを提案している。

α
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○ 代行割れ問題への早期対応が必要であることは当委員会においても意見が一致 し

たが、試案で提案 されている措置は、いずれ も、厚生年金本体の側か ら見れば、現

行制度以上に財政 リスクを高めることにつ ながる。

○ 本来は基金の自己責任原則を貫徹すべき代行割れ問題について、 このように厚生

年金本体の被保険者や事業主も含めた多 くの関係者が リスクを負担す る形で対応す

る以上は、原因 となった代行割れを三度 と起 こさないようにす るため、代行部分 に

関す る基金の財政 リスクを厚生年金本体の財政 リスクか ら遮断す る方策を制度的に

ビル トインしなければ、 リスク負担者の納得 は得 られない。

○ 試案ではこのよ うな観点から、第 3の論点である「代行制度の見直 し」について

は、10年間の移行期間をおいて段階的に縮小・廃止することを提案 している。

この点についての当委員会 としての評価 は、 Ⅱの 「各論」で述べるが、第 1の論点

で提案 されている内容 を実現するためには代行制度の見直 しは避け られず、代行制

度 について現状 を維持す るのであれば、特例解散制度の見直 しもあ り得ない。

○ また、第 2の論点である 「企業年金の持続可能性 を高めるための施策」は、 2つ
の観点から、第 1の論点及び第 3の論点 と関連 している。すなわち、一つには、基

金か らの移行 の 「受け皿整備」 とい う観 点である。制度 としての代行 は縮小・廃止

す るとしても、個 々の基金単位で見れば、加入員・受給者のためにできるだけ企業

年金等の退職給付制度 を維持することが重要である。

○ このための制度的な受 け皿 としては、確定給付企業年金制度、確定拠 出年金制度、

中小企業退職金共済制度等があるが、基金 の母体企業の多数が中小企業であること

を踏まえれば、現行制度の改善は不可避 である。試案でもいくつかの提案がなされ

ているが、更なる改善が必要である。昨年 3月 に廃止 された適格退職年金制度か ら

の移行が必ず しも十分に進まなかつた とい う反省の上に立って、対応 は早期の段階

か ら行 う必要がある

〇 もう一うの観点 としては、代行制度の縮小・廃止により、公的年金 と企業年金の

財政責任の制度的な混在が解消するため、次のステ ップ として公的年金 と私的年金

の役割分担の在 り方や私的年金の普及・充実に向けた税制改正・規制改革等の議論

を早急に開始す る必要があるとい う点である。 これについては、当委員会の審議の

中でも、個人型確 定拠出年金など企業年金以外の制度を含めた総合的な議論を行 う

必要があるとい う指摘が多数あった。

○ このように、今後の制度設計に当たっては、常に 3つの論点の相互連関を念頭 に

置 きつつ取 り組む必要があることを、基本的な視点 として強調 してお きたい。
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Ⅱ.各論

1.特例解散制度の見直 しによる「代行割れ問題」への対応

(1)基本的な考え方

○ 代行割れ基金の解散に当たつては、母体企業の労使を中心とした厚生年金基金の

自己責任が原則であり、厚生年金本体の財政に影響を及ぼすことは回避すべきであ

る。このような観点から、現行の特例解散制度の基本的な枠組を維持するという試

案の基本的な考え方は妥当である。代行割れの不足分への税財源の投入はあり得な

いが、代行割れを放置したままで解散し厚生年金本体の救済を求める、いわゆる「あ

るだけ解散」のようなモラルハザー ドについても絶対に避けるべきである。

○ 一方で、代行割れ基金の母体企業の大半が不況業種に属する中小企業であること

から、こうした企業を取り巻く現下の厳 しい経営環境にも配慮が必要である。当委

員会としては、母体企業の円滑な資金調達については、産業政策や金融政策との連

携が不可欠であると考えるが、こうした対応と併せて、現行の特例解散制度につい

て、厚生年金本体の財政リスクを最小限に抑えながら、母体企業の円滑な資金調達

を支援する観点からの見直しを行うことはやむを得ないと考える。

○ ただし、この見直しを行うに当たっては、今後、代行部分に係る基金の財政リス

クが厚生年金本体の財政に及ばないようにする方策を制度的に設けることが必須条

件である。また、特例解散制度は5年間の時限をもって終了させ、再び導入するこ

とのないようにすべきである。

(2)個別事項についての意見

①特例解散プロセスの見直し

○ 特例解散の見直しに当たっては、公平性や透明性の確保の観点から、試案で提

案されている第二者委員会の関与等の解散プロセスの明確化が重要であり、明確

な審査基準を策定するとともに、第二者委員会の人選に当たっては、厚生年金本

体側のガバナンスが反映されるようにすべきである。          .

②現行の特例解散制度の改善

○ 分割納付における「事業所間の連帯債務の見直し」や「利息の固定化」を行 う

ことは、連鎖倒産等による雇用への影響等を回避するとともに、円滑な解散を促

進する観点からやむを得ないが、実施に当たつては、偽装倒産等による不公平を

惹起しないよう、各事業所の負担方法等に関して公正かつ公平な基準を定めると

ともに、債権管理が確実に行われるよう事務体制を強化すべきである。

０
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〇 なお、現行の特例解散制度により、現在既に分割納付を行つている基金がある

が、こうした基金について、公平性の観点から今回の分割納付に係る見直し事項

を遡及適用するかどうか、という点は今後の論点となり得る。この場合には、モ

ラルハザー ド防止の観点から一定の客観的な条件を設定し、第二者委員会の関与

を求めることが不可欠である。

③特例措置の拡大 (新特例)

〇 新特例については、試案において「納付期間の延長 (A案 )」 と「納付額の新

特例 (B案 )」 の2案が提示されているが、B案は、既に解散した基金や代行返
上した基金、企業年金を持たない厚生年金被保険者との公平性や納得性の観点か

ら問題が多く、当委員会としては、現行特例解散で認められている以上の減額措

置は講ずべきでないと考える。

○ 仮に特例措置の拡大を行うとした場合でも、母体企業による返済計画を平準化

する観点から、納付期間の延長 (A案 )に留めるべきである。延長期間について

は、債権回収の確実性の観点から慎重に検討するとともに、個々の認定に当たっ

ては第二者委員会の意見を聴くようにすべきである。

0な お、当委員会の審議の過程では、現行の特例解散制度の見直しで対応できる
ものであり、特例措置の拡大には反対であるとの意見もあつた。

④受給者の適正な負担

〇 基金の解散 (解散命令による場合を含む)において、上乗せ給付が残余財産の

範囲でのみ保全されることは既に現行法に規定されているが、試案で提案してい

る「特例解散の申請 (清算型解散にあつては指定)時点から受給者の上乗せ給付

を支給停止すること」は、新たな立法措置である。

① これについては、

①代行割れ基金は、上乗せ給付に充てる資産が既になく、こうした中で上乗せ

給付を支給し続けることは、代行資産の更なる毀損を招くこと、

②特例解散を認めることは、厚生年金本体にとっては財政 リスクを高めること
につながるが、今回の改正では、さらに事業所間の連帯債務を外すなどの見

直しを行 うこととしていること、

等を踏まえれば、「代行資産の保全」という公益のために、特例解散する基金の

受給者に上乗せ給付の支給停上時期を早めるという一定の受忍を求めることは

やむを得ない。

ｎ
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○ ただし、受給権保全の観点からは、代行割れ基金であってもこうした支給停止

措置を伴わない通常解散に向けて、代行割れによる不足額を解消するように努力

すべきであり、厚生労働省としても、財政規律及び指導の強化を図るべきである。

○ なお、当委員会の審議の過程では、本措置について受給者への影響という観点

から反対であるとの意見もあつた。

2.企 業年金の持続可能性 を高 めるための施策の推進

(1)基本的な考え方         1
0 公的年金制度改革全体の流れから見れば、今後のマクロ経済スライ ドの発動等に

より、全体としてその守備範囲は縮小していかざるを得ない方向にある。こうした

中で、国民の老後の所得保障をどのようにしていくかという観点から、公的年金、

私的年金の役割について考えていく必要があり、被用者全体、さらには自営業者等

も含めた自助努力による私的年金の普及・充実は、今後一層強く求められることに

なる。

O 当委員会の審議の中でも、公的年金と私的年全 (企業年金、個人年金等)と の役

割分担について、以下のような様々な観点から積極的に議論を進めていくべきであ

るという意見が多く出された。
・ 企業年金は、労使の自助努力に基づく自律的な制度として位置づけ、より

柔軟で多様な制度設計を可能にするとともに、税制改正や規制改革等を併せ

て進めるべき。

・ 企業年金以外にも、個人型確定拠出年金、国民年金基金なども視野に入れ

た議論をすべきであり、今回の厚生年金基金制度の改革はその第一段階とし

て位置づけるべき。

・ 公私年金の役割分担の議論は、諸外国と比較すると 10年以上の遅れをと

っており、早急に議論を進めるべき。その際、諸外国の事例として、 ドイツ

のリースター年金や米国の個人退職勘定 (IRA)な どの制度についても参考

にすべき。
。 年金給付設計の在 り方 (終身であるべきか等)、 退職金や貯蓄と年金との関

係の整理、これらを踏まえた税制の在り方などについて検討すべき。
。 私的年金の普及に当たつては、大企業と中小企業の格差が広がらないよう

に留意すべき。
。私的年金の在り方を考えるに当たっては、就労形態の多様化に対応するとい

う視点も重要。

ｎ
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○ また、当面の課題である基金から他の企業年金制度等への移行に関しては、基金
の母体企業の大半が中小企業であることに鑑み、中小企業が導入しやすい仕組みヘ

と現行制度を改善していく必要がある。その際、①確定給付企業年金制度において

は事後的な不足ができるだけ発生しにくい仕組みとすること、②確定拠出年金制度
においては、コス トの低減化を徹底した仕組みとすることが重要である。なお、中

小企業退職金共済制度等について、加入しやすい環境を作ることが重要だとの意見

もあつた。

O さらに、小規模でも確定給付企業年金等を案施している企業の実例等についての

情報提供や手続きの簡素化など、実務面でも中小企業の労使双方にとって企業年金

を作 りやすぃ環境づくりを進めていくことも重要である。こうした観点から厚生労

働省が中心となつて、労使をはじめとする関係団体等と協力して、移行支援を行 う

体制づくりを進めて行くことも必要である。

(2)個別事項についての意見

①キャッシュバランスプランの給付設計の弾力化
′

○ 確定給付企業年金の一類型であるキャッシュバランスプランの給付設計の弾力

化について、当委員会の審議の中では、以下のように様々な意見があつたが、労

使が主体となつて定める制度設計について、選択肢を多様化するという基本方向
は妥当であると考える。

。 キャッシュバランスプランに用いる指標等の規制緩和は、掛金の追加拠出
リスクを抑える等の制度運営上の課題に資するものであり評価できるが、さ

らに複数のインデックスを組み合わせた指標を用いることも認めるべき。
。 指標の選択肢を拡大するよりは、指標に見合う期待収益率となるよう運用

資産構成を見直す方が加入者・受給者のリスクの低減になる。指標を拡大す

る場合には、運用資産構成の決定プロセスにおいてモラルハザー ドの防止に

備えることが必要6

。 指標の選択肢として運用実績を加えることは、元本保証があるとはいえ、
力日入者や受給者のリスクが高まることになり反対。

○ また、試案で提案された事項以外にも、確定給付企業年金については、予定

利率を引き下げて利差損の発生を抑えることや、適格退職年金制度からの移行時
の例も参考に、中小企業向けの簡易な制度設計・運営手続き等が可能となるよう

な規制緩和も検討すべきである。

０
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②集団運用型 (DC)の創設

○ 試案で提案された集団運用型 DC(仮称)については、

①投資教育を不要とすることと、カロ入者が運用リスクを負 うという現行の確

定拠出年金法の基本的な考え方との整合性、

②資産運用委員会の法的位置づけ、設置に関しての実務的課題、

などから、慎重な対応を要する、あるいは創設に反対であるとの意見が多数であ

った。

○ 一方で、現行の確定拠出年金については、拠出限度額の引上げやマッチング拠

出の規制緩和、脱退一時金の支給要件の緩和等について、税制との関係を含め、

検討すべきであるとの意見や、当面、中小企業に限った形で、例えばマッチング

拠出の本人拠出限度額の緩和などを要望していくことも考えられるのではないか

との意見があつた。

○ また、投資教育の実施方法の工夫や、一定の選択肢を確保 しつつ加入者の意思

決定を容易にする観点からの商品設定の在 り方などについても検討すべきである

との意見もあった。

3.代 行制度の見直 し

(1)基本的な考え方

○ 総論でも指摘したように、基金の制度的基盤である代行制度については、経済・

金融環境の変化等に伴い、「労使の自治による自律的な運営」「企業年金部分である

上乗せ給付の確実な実行」「公的年金である代行部分について厚生年金本体に財政リ
スクを負わせない」といった制度創設時の前提条件が崩れてきており、制度として

の今後の持続可能性は低い。

○ 一方で、現に生じている代行割れ問題を放置することは、厚生年金本体の将来の

財政 リスクを高めることにつながるため適切でない。代行割れ問題には、事業主を

はじめ加入員や受給者も含め、まずは当該代行割れ基金において最大限対応するの

が当然である。 しかしながら、代行割れ問題に終止符を打つためには、前述のよう

に現行の特例解散制度を見直すことにより、時限を設定して早期に解散する方策も

必要である。この場合には、厚生年金本体の被保険者や事業主もリスクを負 うこと

になる。

○ このような今回の制度改正の基本的な枠組み、さらに、代行制度自体の持続可能

性という観点から、当委員会の審議においては、代行制度の見直しについての試案
の方向性、すな.わ ち、①既に 15年程度行われていない基金の新設を制度的にも停

止するなど代行制度を段階的に縮小するとともに、②財政状況が健全な基金は他の

企業年金制度へ移行させつつ、③10年間の移行期間を経て代行制度を廃止する、と

いう方向性は妥当であるという意見でほぼ一致した。

●
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〇 なお、こ うした試案の方向性に対 し、一定の基準を定め、これに届かない基金は

解散命令 を使 つてでも速やかに解散 させつつ、こ うした基準を満たす 「健全な」基

金については、代行制度 を一律に廃止せずに存続 させてもよいのではないか、 とい

う意見 もあった。

〇 これについては、何をもって 「健全性」を評価するかとい う点が極 めて重要であ

り、この点を安易に設定 した場合、「代行割れ予備軍」とでも言 うべき状態を将来に

向けて残す ことになる。

〇 そ もそも、公的年金か らの部分的 。一時的離脱 を許容する代行制度の存立条件か

ら考 えれば、健全な基金 とは 自律的な運営が可能な基金であ り、代行部分の資産に

頼 らな くとも上乗せ給付が自律的に行 える基金、すなわち、現行 の財政検証基準で

言 えば、「非継続基準」を満た していることは当然の前提である。

○ さらに、昨今のように金融市場の リスクが高まっている中で、公的年金である代

行部分の資産を保全するためには、資産運用等による代行割れ リスクを長期にわた

り極力低減できるだけの積立水準を確保 していることも必要である。 当委員会の審

議 において厚生労働省か ら示 されたデー タでは、 2年後に代行割れが生 じないため

には代行部分に対 して概ね 1.5倍 を超 える程度の積立水準が必要であ り、少な くと

もこの水準の資産を有 していることを最低限の条件 とすべきである。

○ 加 えて、現在、財政状況が健全な基金であっても、将来における代行害1れ リスク

をゼ ロにす ることはできず、将来、こ うした基金が代行割れ した場合 に、特例解散

制度 を三度 と適用 しないことは当然の こととして、厚生年金本体の被保険者等に財

政 リスクを負わせない仕組みを導入す る必要がある。

○ 一つには、いわゆる「適用除外 (コ ン トラク トアウ ト)」 とす る方法が考えられる

が、 これは、一部の基金について、皆年金 とい う公的年金制度の基本枠組みか ら完

全 に離脱す ることを許容す ることにな り、さらに当該基金の加入員・受給者にとっ

ては、将来代行割れ となつた場合には、公的年金である代行部分の給付が行われな

くなる可能性 を残す ことになることか ら、望ましくない と考える。

○ こ うした適用除外の仕組みをとらずに、資産運用等による代行害Jれ リスクバ ッフ

ァー等の相 当厳 しい基準 を設けた上で、 これを下回つた場合には直ちに解散命令を

出す ことを法定要件 として定めるとい う方法 も考えられる。 しか しなが ら、昨今の

よ うに金融市場 リスクが高まっている状況では、下方 リスクに対す る適切なモニタ

リング体制 を整備 しない と対応が手遅れになるおそれがある。

０
０

０
４



○ いずれにしても、総論でも指摘したように、もはや看過できない代行割れ問題を

特例解散制度の見直しにより制度的に解決する以上、代行制度についての抜本的な

見直しを行わないという選択肢はあり得ない。この点については、当委員会として

改めて強調 しておきたい。

(2)個別事項についての意見

①最低責任準備金の計算方法の見直し

○ 試案で提案されている最低責任準備金の計算方法の精緻化 (代行給付費の計算

に用いる係数 (0.875)の 見直しと「期ずれ」の解消)は、厚生年金本体との財政

中立を徹底するという観点から、妥当であり、今回の制度改正の施行に合わせ、

早期に対応すべきである。

②解散要件

○ 試案で提案されている解散要件の緩和等は、労使合意に基づく自主解散を基本

としつつ早期の解散を促進するという観点からは妥当である。

おわりに

〇 以上が、試案に対する当委員会の意見であるが、厚生労働省に対しては(総論で

も指摘した 3つの論点の相互連関を踏まえつつ、法律改正を含めた制度設計等を早

急に進めることを求める。併せて、自営業者等も含めた自助努力による私的年金の

普及・充実に向けた税制改正や規制改革等の議論を行う場を早急に設置する必要が

ある。

O また、代行制度が今日のような状態に至った背景には、これまでの厚生労働省

の対応にも問題があつたと指摘せざるを得ない。もちろん、過去においても制度改
正等は行ってきているものの、経済 。金融環境が大きく変動する中で、対応は応急

措置的なものにとどまり、その後の指導の一貫性等においても課題を残した。

○ 試案の内容も、今後一定の期間をかけて実行していくものであり、制度改正後、

現場レベルでの運用において、過去の轍を踏むことのないような対応を求めたい。

また、併せて、今後の様々な移行プロセスの中で、企業年金の真のステークホルダ
ーである加入者・受給者・事業主、さらに、厚生年金本体の被保険者・受給者 。事

業主に対し、重要な意思決定を行う前提 として、的確な情報が伝わるよう、行政と

しても適切なモニタリングを行いつつ支援していくことを求めるものである。
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〈開催状況 )
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日 程 議 題

第 1回
平成 24年 11月 2日

Ｏ

Ｏ

Ｏ

代行制度について

厚生年金基金制度の見直 しについて

その他

第 2回
平成 24年 11月 19日

○ 特例解散制度の見直 しによる「代行割れ問題」への対応
○ その他

第 3回
平成 24年 11月 27日

Ｏ

Ｏ

企業年金の持続可能性を高めるための施策の推進

代行制度の見直 し

その他○

第 4回
平成 24年 12月 10日

○ 関係団体か らの ヒア リング
,企業年金連合会
・全国総合厚生年金基金協議会
・企業年金連絡協議会
,全国中小企業団体中央会

第 5回
平成 25年 1月 10日

○ 関係団体か らの ヒア リング
・信託協会
・生命保険協会
。日本年金数理人会
・運営管理機関連絡協議会

第 6回
平成 25年 1月 24日

O これ までの議論の整理等

第 7回
平成 25年 2月 1日

○ 意見 とりまとめ



厚生年金基金制度の見直しについて

(試案 )

0 この試案は、「代行制度」を基本的な枠組みとする厚生年金基金制度の今後の在
り方について、広く国民の論議に供するため、「議論のたたき台」として厚生労働
省がとりまとめたものである。

O この試案について、今後、社会保障審議会年全部会「厚生年金基金制度に関する

専門委員会」で議論いただくとともに、成案が得られれば、所要の法律改正案を次

期通常国会に提出する予定である。

平成 24年 11月 2日
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〇  「代行制度」を基本的な枠組とする厚生年金基金制度の今後の在り方について、

本試案では「代行部分は公的年金の一部である」という基本認識に立って、

①早急な対応が求められる「代行割れ問題」への対応

②企業年金の持続可能性を高めていくための選択肢の多様化

③代行制度の持続可能性の検証とこれを踏まえた代行制度の見直し

という3つの観点から、今後の方向性と具体策を取りまとめた。

1.特例解散制度の見直しによる「代行割れ問題」への対応

(1)基本原則

(2)特例解散のプロセス

①解散の類型

②プロセスの透明化

③代行資産の先行返還制度の導入            ,
(3)特例措置の見直し

①特例措置の適用条件

②現行特例の適用 (「分割納付の特例」及び「納付額の特例」)

③新特例の適用 (「納付期間の延長」又は「納付額の新特例」)

④代行給付の確保と上乗せ給付に係る受給者の適正な負担

2.企業年金の持続可能性を高めるための施策の推進

(1)企業年金の選択肢の多様化

①キャッシュバランスプランの給付設計の弾力化

②集団運用型 DC(仮称)の創設

(2)厚生年金基金から他の企業年金への移行支援

①DB移行後の財政運営の特例

②代行返上支援事業

③代行資産の先行返還制度の導入

④中小企業のDBへの移行支援

⑤代行資産の現物納付

3.代行制度の見直し

(1)最低責任準備金の計算方法の見直し

①代行給付費の計算に用いる係数 (0.875)の見直し

②「期ずれ」の調整

(2)代行制度の段階的縮小・廃止

①代行給付の確保 (公的年金である「2階部分」に係る給付の保証)

②段階的縮小・廃止のプロセス

(3)移行期間中の制度運営の見直し

①解散認可基準 (代行返上の場合を含む)の緩和

②合併等の認可基準等の緩和

０
０

０
‘



特例解散制度の見直 しによる「代行割れ問題Jへの対応

○ いわゆる「代行割れ問題」については、これまでも「特例解散制度」により、厚
生年金本体への財政影響に留意しつつ、分割納付の特例や厚生年金本体への納付額
の特例を時限措置として設けてきた。しかし、産業構造の変化等に伴い母体企業の

負担能力が著しく低下している基金では、現行の特例措置を用いても解散できない

状況 にある。

○ 代行部分の積立不足は母体企業が負担す ることを基本 とし、連鎖倒産等による地

域経済・雇用への影響や厚生年金本体の将来の財政 リスクの軽減の観点か ら、現行
の特例解散制度の基本的な考え方・枠組み を維持 しつつ、一定の見直 しを行 う。

○ 見直 しに当たっては、厚生年金本体 との財政中立を基本 とし、厚生年金の被保険

者や既に代行返上 。解散 した基金 との公平性の確保及びモラルハザー ド防止に留意
しつつ、明確な適用プロセス と適用条件 を設定す る。 また、見直 し後の特例解散制

度は 5年間の時限措置 とす る。

○ なお、代行部分の債務である「最低責任準備金」は、厚生年金本体との財政中立
の観点から計算方法を見直した後の最低責任準備金を用いるものとする。

(1)基本原則

〇 以下の基本的な考え方の下に、現行の特frll措置を見直すとともに、モラルハザー

ドを防止し、早期の対応を進める観点から、明確な適用プロセスと適用条件を設定
する。また、見直し後の特例解散の申請は施行日から5年以内とする。

①厚生年金基金自身の運営努力を求めること

代行部分の積立不足は基金の母体企業が責任を持って負担することが前提であり、
特例解散制度の適用に当たっても、基金の運営努力 (掛金の適正な設定、給付抑制
のための措置等)を求めることとする。

また、受給者にも一定のルールの下に負担を求めるとともに、モラルハザー ド防
止の観点から、基金全体の平均的なポー トフォリオ (資産構成割合)を大きく外れ
た運用を行つた結果生じた不足分については、母体企業の負担とする。

②母体企業の経営への影響に配慮すること

母体企業の自己責任を基本としつつ、過度の負担により母体企業が経営破綻に陥
ることは、地域経済・雇用への影響や最終的に代行部分の給付責任を負う厚生年金

本体の将来の財政への影響という観点から、極力回避すべきことであるため、母体
企業の経営への影響にも一定程度配慮した仕組みとする。なお、母体企業の資金調
達の問題に関しては、関係省庁とも連携を図つていく。

ｎ
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(2)特例解散のプロセス

①解散の類型

○ 代行割れ となっている基金が厚生労働大臣に特例解散を申請し、認可を受ける

ことにより解散する「自主解散」を基本とする。     ‐

○ 代行割れの度合いが一定率以上である等の要件を満たし、かつ、自主解散の申

請を行わない基金について、厚生労働大臣が第二者委員会の議決を経て指定を行

い、一定期間内に解散を促すしくみ (「清算型解散 (仮称)」 )を導入する。

②プロセスの透明化

○ 特例解散制度の公正 。公平な適用を行 うため、第二者委員会として社会保障審

議会の下に、「厚生年金基金解散審査会 (仮称)」 を置く。

○ 審査会は、学識経験者や実務家、労使代表などで構成し、①清算型解散 (仮称)

の指定要件に合致しているか、②特例措置の適用条件に合致しているか、等を審

査する。

③代行資産の先行返還制度の導入

○ 特例解散の申請時点 (清算型解散 (仮称)の場合は指定時点)以降、年金記録

整理等の事務処理に先行して代行資産を返還することができる仕組みを創設し、

厚生年金本体の債権管理に伴 うリスクを軽減する。

(3)特例措置の見直し

①特例措置の適用条件

○ 適用条件 に合致 しているか どうかは第二者委員会で審査する。

ア.現行特例の適用条件 (「 分割納付の特例」及び「納付額の特例」)

〇 過去において相 当の運営努力を行 つていること。具体的には、以下の条件をい

ずれ も満たす こと。

・掛金の適正な設定を行つていること (財政再計算に基づき積立不足解消に必

要な掛金率 を設定 していること、又は基金全体の平均を超 える掛金率を設定

してい ること)。

'給付抑制のために必要な措置を実施 していること。

イ.新特例の適用条件 (「納付期間の延長」又は「納付額の新特例」)

〇 上記のアの条件 を満た していることに加 え、一定の条件 (基金 の成熟度や これ

までの基金 の財政健全化努力を勘案 した客観的な数値による指標等 を設定)を満

た していること。

ｎ
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②現行特例の適用 (「分割納付の特例J及び「納付額の特例」)

〇 前述の①アの適用条件を満たした場合は、現行特例 (「分割納付の特例」及び「納

付額の特例」)を認める。分割納付は最長 15年までとする。

○ 分割納付の方法について、母体企業の資金調達を円滑に進める観点から、次の

見直しを行 う。

ア 各事業所の連帯債務の見直し
。解散時に各事業所のl_4務 を確定し、各事業所が厚生年金本体に直接納付

する仕組みへと見直す。

イ 分割納付に係る利息の見直し
。分割納付に係る利息について固定金利 とする。 (現行は厚生年金本体の

実績運用利回りに応じて変わる変動金利)

③新特例の適用 (「 納付期間の延長」又は「納付額の新特例」)

○ 前述①ア及びイの双方の条件を満たした基金に限り、新特例を適用する。新特

例の具体的内容として以下の 2つの案を提案する。いずれの案を採択するかは、
これまで解散等を行つた基金とのバランスや今後の議論を踏まえて判断する。

(A案〉納付期間の延長

納付額は現行特例を踏襲しっつ、母体企業の資金調達の平準化を図る観点
から納付期間をさらに延長する案。

(B案〉納付額の新特例

納付期間は現行特例を踏襲しつつ、母体企業の経営への影響を緩和するた

め、納付額に特例を設ける案

厚生年金本体への納付総額 分割納付期間

現行の

特例措置

最低責任準備金と特例基準額のいずれか低い額

く特例基準額〉

基金設立時から厚生年金本体の実績運用利回りを用
いて計算した額

最長 15年間

A案 現行 と同 じ 最長納付期間

を延長
B案 最低責任準備金 と「新特例基準額」のいずれか低い額

〈新特例基準額〉   ′

最低責任準備金― [追加負担額 一負担上限額 ]

※追加負担額=最低責任準備金―保有資産

※保有資産が一定水準を下回った部分は負担上限額の対象外

※現行の特例基準額が「新特例基準額」よりも低い場合は、

現行の特例基準額を用いることが可能

現行 と同 じ

０
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新特例基準額の考え方

(厚生年金本体 との財政中立を基本 )

○ 最低責任準備金 (財政中立の観点か ら計算方法を見直 したもの)と 保有資産 と

の差額 は母体企業が負担す ることを原則 とす る。

(負担 上限額の設定 )

○ 一定の条件 (前述の①ア及びイ)を満たす基金に限 り、負担額に一定の上限を

設 ける

(負 担上限額の考え方の例 )

当該基金の給与総額に、基金全体の上乗せ掛金率の平均 (2.4%程度)を
乗 じた額の概ね α年分 (※ )

※ α :分割納付期間の最長期間 (旧 特例解散制度では 10年、現行の特例解

散制度では 15年)な どを参考に設定

(モ ラルハザー ド防止措置 )

〇 モラルハザー ド防止の観点か ら、対象基金を限定することに加 え、基金全体

か ら見て標準的な資産運用を行つていた場合には得 られていた と考えられ る一

定水準額 (※ )を設定 し、保有資産がこれ を下回つている部分は負担上限額の

対象外 とする。

※ 代行部分について、基金全体の平均的なポー トフォ リオに基づ く資産運

用を行つていた と仮定 して計算 した場合の積立金の残高

○代行割れの不足分は母体企業の負担が原則

○一定の条件 を満たす基金 に限 り、負担上限額 を設定

原則母体企業負担

(負担上限あ り)

最低責任準備金

保有資産

モラルハザー ド防止のための

原貝1母体企業負担

(負担上限あり)

母体企業負担 最低責任準備金

○資産が一定水準を下回つた部分は負担上限額の特例は適用 しない

く資産≧一定水準額の場合〉

〈資産 <一定水準額の場合〉

り
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④代行給付の確保と上乗せ給付に係る受給者の適正な負担

〇 特例解散制度の見直しに当たり、厚生年金の被保険者や既に代行返上 。解散し

た基金との公平性を確保する観点から、特例解散制度の適用を受ける基金の受給

者にも一定の負担を求めることとする。

○ 具体的には、代行給付は解散後も減額することなく厚生年金本体から支給する
が、いわゆる「3階部分」の上乗せ給付は、特例解散の申請時点 (清算型解散 (仮

称)の場合は厚生労働大臣の指定を受けた時点)か ら支給を停止する。

Ｏ
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企業年金の持続可能性を高めるための施策の推進

○ 我が国の経済基調が低成長へと変化し、金融市場の変動幅が拡大する中で、持続

可能な企業年金を普及させるため、企業年金の選択肢の多様化を進める。

○ また、中小企業の企業年金を維持する観点から、厚生年金基金から他の企業年金
人の移行を支援するための特例措置を設ける。

(1)企業年金の選択肢の多様化

○ 現行の確定給付企業年金 (DB)や確定拠出年金 (DC)の枠組の中で、できる限

り制度運営コストが低く、また、企業の追加負担が少ない企業年金の選択肢を増や

す。

①キャッシュバランスプランの給付設計の弾力化 考資料参

〇 キャッシュバランスプランにおいて用いる基準利率 (仮想個人勘定に累積 して

い く際に用いる利率)について、現行の指標 (定率、国債利回 り、消費者物価指

数、東証株価指数な ど)の ほか、「運用実績」を加える。

○ また、基準利率の下限について、現行では 「各年度でゼ ロ以上」 となっている

が、「加入か ら退職までの全期間通算でゼ ロ以上」となっていればよいこととする。

○ さらに、年金現価率 (仮想個人勘定に累積 した残高を年金化するときに用いる

利率)の下限については、現行では「lo年国債の 1年平均 と5年平均の低い方の

利率」 となっているが、「ゼ ロ以上」であればよいこととする。

②集団運用型DC(仮称)の創設 考資料参

○ 確定拠出年金の特徴 (掛金負担を固定、給付 は運用成果を反映)を持ちつつ、

企業単位で運用方針や運用商品の選択肢を決める新たな類型の DC(「集団運用型

DC(仮称 )」 )を導入す る。

〇 具体的には、企業単位で資産運用委員会 (労働組合や従業員の代表、資産運用

に関する専門的知識 。経験を有する者などで構成)を設置し、当該委員会を通じ

て加入者等に運用商品の選択肢を提示する。この場合、事業主は個々の従業員に

対する投資教育は行わなくてもよいこととする。
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(2)厚生年金基金から他の企業年金への移行支援

○ 厚生年金基金から他の企業年金へ移行することを支援するため、次の特例措置を

設ける。(①及び②については申請期限を施行日から5年間とする。)

①DB移行後の財政運営の特例
〇 代行返上によ り確定給付企業年金 (DB)に移行 した場合には、移行時の積立不

足金の償却期間を現行の 20年から 30年に延長す る。

②代行返上支援事業

○ 企業年金連合会が解散基金加入員を対象として実施している支払保証事業につ

いて、基金が代行返上により確定給付企業年金等に移行する場合の経費を支援す

る事業へと見直す。

③代行資産の先行返還制度の導入

○ 代行の将来返上を行った基金が、過去返上を行うまでの間に、年金記録整理等
の事務手続きに先行して代行資産を返還することができる仕組みを創設し、厚生

年金本体の債権管理に伴 うリスクを軽減する。

④中小企業の DBへの移行支援

○ 単独ではDBを設立することが困難な中小企業が、基金の解散の際に保有資産

を事業所単位で既存の DBに移換し、簡易な手続きで加入することができる仕組

みを新たに導入する。

〇 具体的には、加入員は基金か ら当該 DBに 自動的に移行できることとし、受給

者は当該 DBか らの年金給付か一時金支給 のいずれかを選択できることとする。

⑤代行資産の現物納付

〇 従来の代行返上と同様、保有資産の売却による市場への影響を緩和する観点か

ら、一定の条件の下で株式等の有価証券現物での納付も可能とする。
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3.代行制度の見直し

〇 代行部分の債務である最低責任準備金の計算方法について、有識者会議報告の指

摘等を踏まえ、厚生年金本体との財政中立の範囲内で適正化を図る。

○ 代行制度の創設から約半世紀が経過し、制度を取り巻く経済 。金融情勢が大きく

変わる中で、代行制度の今後の持続可能性に関する検証 (参考資料参照)や厚生年

金本体の財政に与える影響等を踏まえ、代行制度は 10年間の移行期間をおいた上

で、段階的に縮小・廃止する。

○ 移行期間中の制度運営に当たり、解散認可基準等の見直しを行 う。

(1)最低責任準備金の計算方法の見直 し

○ 代行部分の債務である「最低責任準備金」の計算方法について、全基金を対象

として、以下の見直しを行 う。

①代行給付費の計算に用いる係数 (0.875)の 見直し

○ 代行給付費の計算に当たり、在職老齢年金tll度 による支給停止分を簡便法で推

計するための係数について、各基金の実態により即したものとする観点から実績

データに基づき見直しを行う。

○ 具体的には、現在の一律の係数 (0.875)を 、以下のように受給者の年齢により

3区分に分けた係数へと見直す。

65歳未満 :0.69  65歳以上 75歳未満 :0.96  75歳以上 :1.o

O 上記の見直しは、実績データのある平成 17年 4月 以降に遡及して適用する。

考資料参

の計算に用いる厚生年金本体の実績運用利回 りについて、実績
への適用時期の間に生 じるずれ (「期ずれ」)を調整する。

｀

年 (暦年)の最低責任準備金を計算する際に、前々年度の実績

いている。

生年金本体の実績運用利回 りが確定 してい る期間には当該利回

ていない期間については、厚生年金本体の基本ポー トフォ リオ

チマーク (指標)を用いて推計 した利回 りを用いることとする。

② 「期ずれ」の調整

○ 最低責任準備金

の確定時期 と計算

※ 現行では、当

運用利回 りを用

○ 具体的には、厚

りを用い、確定 し
.を

もとに市場ベン

貪
Ｕ

，
０



(2)代行制度の段階的縮小・廃止

○ 代行制度は改正法の施行 日から 10年の移行期間をもつて段階的に縮小 し、廃止す

る。

①代行給付の確保 (公的年金である「2階部分」に係る給付の保証)

〇 代行制度は段階的に縮小し、廃止するが、これまで基金が給付していた厚生年金
の代行給付 (全基金平均で月額約 3万円)は、代行割れの有無にかかわらず、厚生

年金本体から全額支給する。 (代行給付は公的年金給付であるため、代行制度の廃
上により減額されることはない。)

②段階的縮小・廃上のプロセス

[施行日]

○新設の停止
。施行日以降は、厚生年

考資料参

金基金を新規に設立できないこととする。

[施行 日～ 5年後 ]

○現存基金の対応

く代行割れ していない基金 )

・代行割れ していない基金は、代行返上 して確定給付企業年金等へ移行する

か、解散のいずれかを選択する。

・他の企業 年金への移行を促進するための特例を設ける。 (前述 2.(2))
。解散の場合、代行部分の給付義務は厚生年金本体に移 ることとする。

(現行 では解散 した場合、代行部分の給付義務は企業年金連合会に移 る。)   |
(代行割れ基金 )

・代行割れ基金については、見直 し後の特例解散制度 (前述 1.)に より解散

を促す。特例解散の申請は施行 日から5年以内とする。

○モラルハザー ド防止 の観点から、基金の財政運営や資産運用に関す る情報開示

を徹底す る。

[5年経過後～ 10年後 ]

○代行部分の保険料納付の厚生年金本体への移行 (将来期間分の債務の縮減 )

。施行 日か ら 5年経過以降は、残存 している基金の各事業所はこれまで基金に

納付 していた代行部分の保険料 (免除保険料)を厚生年金本体に納付する。

(=代行の将来返上 :将来期間分の給付責任 が厚生年金本体に移 る)

○代行割れ防止策

・代行割れの発生を防止す る観点か ら、保有資産が最低責任準備金の一定倍 を

下回つた場合 には、代行資産を厚生年金本体に納付するものとする。
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[施行日から10年後]

0代行部分の給付責任の厚生年金本体への移行 (給付の一元化)

。施行日から10年経過後は、残存している基金の代行部分の給付責任は全て

国に移 り、基金は代行資産を厚生年金本体に納付するものとする。

(=代行の過去返上 :過去期間分の給付責任が厚生年金本体に移る。)

(企業年金連合会)    .               '
|     ○ 現在、基金からの中途脱退者や解散基金カロ入員等の代行給付を行つている企業

年金連合会も、代行制度の廃上に伴い、10年間の移行期間をもつて代行資産を厚

生年金本体に納付する。また、現在、企業年金連合会の根拠法は厚生年金保険法

となっているが、現在実施している企業年金間の通算事業等を継続するため、確

定給付企業年金法に基づく組織として再編する。

(3)移行期間中の制度運営の見直 し

①解散認可基準 (代行返上の場合を含む)の緩和

○ 解散認可基準 (代行返上の場合を含む)を次のとお り緩和する。

ア 代議員会における法定議決要件

代議員の定数の4分の 3以上による議決
→代議員の定数の 3分の 2以上による議決

イ 解散認可申請に際しての事前手続要件

全事業主の4分の 3以上の同意 → 全事業主の 3分の 2以上の同意

全加入員の4分の3以上の同意 → 全加入員の 3分の2以上の同意

ウ 解散認可申請に際しての理由要件

母体企業の経営悪化等 → 撤廃

※代行返上の場合は、母体企業の経営悪化等の理由要件は課していない。

l     ②合併等の認可基準等の緩和

〇 合併等を行う場合の認可基準について、解散認可基準に準じて代議員会におけ

る法定議決要件の緩和等の見直しを行 うとともに、合併等を行つた場合の積立不

足の償却期間の延長 (最長 20年→最長 30年 )を行 う。

０
０

，
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「`厚生年金基金制度の見直しについて(言式案)」

ω           ―参考資料―
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ヽ
一

キヤッシュバランスプランの綸付設計lo弾力化

改正概要

10

0

‐10

‐20

例 :消費者物価指数)

30

20

10

0

‐10

キヤツシュバランスプラン(毎月の報酬の一定率と利子を「仮想個人勘定」に累積し、その残高を基礎に給付額を計算する方式)にお

いて、

O確定給付企業年金の運用実績を基準利率にすることができるようにする

O基準利率は、単年度で0を下回ることを許容し、通算では0以上となるようにする

O現価率は、掛金計算上の予定利率の下限 (10年国債の1年平均と5年平均の低い方)を下回ることを許容し、0以上とする

【給付時】

仮想個人勘定÷現価率 (毎年改定)で年金化

【裁定】

仮
想
個
人
勘
定

【積立時】

毎月の付与額 (報酬の一定率 )

率で付利

債利回り等に連動

(例 :確定給付企業年金の運用実績) 【改正】実際の運用に
合わせた利率にする

運用実績が低
下しても、企業
の追カロ拠出を

抑制

改正前 改正後
%)

(96)

指

数

]ロ

ヨ

国債利回り

消費者物価指数

賃金指数

東証株価指数

。国債利回 り       ●

、:i曇曇驚[i数等    呵
ヽ 企業年金の運用実績 r追カロ】

1

下

限

〔基準利率〕     i
・単年度で 0以上 【削除】L
。通算で0以上
〔現価率計算上の予定利率〕
・掛金計算上の予定利率の

下限 (10年国債の 1年平均
と5年平均の低い方)以上

1:鼎藻置島叢利判づ
・ 0以上 【変更】

【改正】単年度は
0以下の利回り
でも可とする
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○企業単位で運用方針や運用商品の選択肢を決めるしくみ
○資産運用委員会を通じて加入者等に運用商品の選択肢を提示(=投資教育の代替)

○事業主は個々の従業員に対する投資教育は行わなくてもよいこととする

【新設】
― ― ― ― ― ― ‐

、
1

日

ヽ
一

′
′
′

「運日指図」

聯 ):
′
′
′  

´

′
′
′
′

― ― 口 "― ― ― ′

【現行】

ロ ロ ロ ー ー ー ー ロ ロ ー ー

ー ロ
"―

― ― ロ ー ー ー ー

運用商品の選択

(「運用指図」)

運営管理機関
(登録を受けた金融機関)

事業主

事業主の委託を受け、
次の業務を行う

○運用商品の

提示
※運用商品に関す

る情報も提供

○「運用指図」の

取りまとめ

資産運用
委員会

従業員
(加入員)

・従業員A
・従業員B



厚年本体
の実績

最低責任準
(現行 :燿

最低責任準備金への付利
(見直 し案 :期ずれ解消)

平成25年度
ウ

l~1
1 :
]ロ
l l

ヽ
N

平成20年度 I平成21年度
A6.839る   1   7.540/o

平成11年度
3.62%

平成9年度
4.660/6

平成10年度
4.15%

平成11年度
3.62%

平成20年度
Zゝ6.830/6

平成21年度
7.540/o

ヽ

二備金への付利

暦年で適用 )

′

平成11年

4.660/6

ヽ L

′

平成12年

4.15%
平成13年

3.62%

ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
ノ

ー
ー
ー
ー
ー

、

‥
‥
‥
Ｌ
ノ

ー
ー
ー
ヨ
、

平成22年
Zゝ 6.8396

厚生年金本体の実績が出ていない期間は、厚生年金本体の

基本ポー トフォリオをもとに市場ベンチマークを用いて推

計 した一定の見込み利率を適用
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純資産額/0.875見直し+期ズレ解消後の最低責任準備金 (平成23年度末推計値)

0.875見直し+期ズレ解消後の最低責任準備金/現行の最低責任準備金
(これより下が代行割れ)

純資産額/現行の最低責任準備金 代行割れでは
なくなる基金

代行割れ基金数 日●■
0.875見直 し+期ズ レ解消後

211基金

(▲ 74基金 )
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ヽ
輌

純資産額/見直し後最低責任準備金 (0.875+期 ずれ調整後)

(全基金 (将来返上基金除く)でみた場合)

(平成23年度末推計値)

純資産額/見直し後最低責任準備金
見直し後最低責任準備金に対する積立比率が1.7のライン
(2年後に代行割れする確率がほぼゼロとなる最低ライン)

見直し後最低責任準備金の1.7倍以上

の資産を保有しているのは

見直し後最低責任準備金に対する積立比率が1.3のライン

(1年後に代行割れする確率がほぼゼロとなる最低ライン)

見直し後最 の1.3倍以上

の 資 産を保 有 しているの は7

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 一 ― ― ― ― ― ― ―

見直し後最低責任準備金に対する積立比率が1.0のライン

たヽ 562 し



5年後以降は免除保険料制度廃止

(=代行の将来返上)

代行返上による

他の企業年金制度への移行

(通常解散も可能 )

=ヽ

積
立
状
況

（対
最
低
責
準
）

ヽ
0

改正後の特例解散制度に

より角翠散

代行制度の廃止

１０
年
後

５
年
後

改
正
法
施
行

代行返上による

他の企業年金制度への移行
(通常解散も可能)

最低責任準備金の一定倍を下回つた

場合は代行資産を国に返還する。


